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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は福祉事務所を窓口にした生活保護受給者に対する禁煙支援プログラム
の有用性の検証である。以下のことを目標とし研究を実施した。1）福祉事務所を窓口に生活保護受給者に対す
る禁煙支援プログラムを実施し、有用性を評価する。2）福祉事務所に禁煙支援ツールを提供し、現業員の禁煙
支援の自己効力感の向上と支援の円滑化を図る。
研究の結果、福祉事務所職員が生活保護受給者を支援する上での課題が明確化した。また、福祉事務所現業員を
対象に半年間の介入を実施し追跡調査を実施した結果、禁煙支援プログラムの効果と禁煙支援ツールの有用性が
明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this study was to verify the usefulness of a smoking 
cessation support program for welfare recipients through the welfare office. The study was conducted
 with the following objectives: 1) to implement and evaluate the effectiveness of a smoking 
cessation support program for public assistance recipients at welfare offices; 2) to provide smoking
 cessation support tools to welfare offices in order to improve the self-efficacy of smoking 
cessation support among current employees and to facilitate the support; 3) to develop a program to 
help people quit smoking, and 4) to develop a program to help people quit smoking.
The results of the study clarify the challenges for welfare office staff in assisting welfare 
recipients. In addition, a six-month intervention and follow-up survey of welfare office workers 
revealed the effectiveness of the smoking cessation support program and the usefulness of the 
smoking cessation support tool.

研究分野： 臨床看護学

キーワード： 禁煙　生活保護　禁煙支援

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究は、福祉事務所を窓口とした生活保護受給者に対する禁煙支援プログラムの作成が目標である。禁煙支援
プログラムにより、生活保護受給者の喫煙率が低下し、疾病予防・健康増進や経済的自立が結果として見込ま
れ、生活保護制度の趣旨である健康で文化的な生活の保障と自立の助長につながる。また、福祉事務所に対して
禁煙支援ツールを提供することで、禁煙支援が円滑になり、福祉事務所現業員の禁煙に関する知識や技術の充実
と禁煙支援に対する自己効力感の向上が可能になると考えられる。これらの成果は、医療扶助の適正化と生活保
護受給者の生活保護からの脱却に寄与し、生活保護費の抑制に貢献できる点で意義がある。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｆ－１９－２ 
１．研究開始当初の背景 

生活保護受給者数は増加傾向にあり、保護費全体の約半数を医療扶助費が占め、医療扶
助の適正化が課題とされている。「医療扶助実態調査」によると、循環器疾患などの生活
習慣病、つまり禁煙による予防が可能な疾患が多いとされている。所得が低い人ほど喫煙
率も高い 1)ことが指摘されており、生活保護受給者に対する禁煙支援が重要である。 
研究代表者による文献検討 2）では、国内において生活保護受給者を対象にした禁煙の報

告は少ない。精神科外来における生活保護と喫煙の有意な関連 3）が報告されているが、介
入研究はされていない。米国では、公的機関を窓口にした公的扶助受給者に対する禁煙カ
ウンセリングや禁煙教育、禁煙治療等による介入実績が報告されている。日本においても、
米国と同様に、福祉事務所を窓口にした禁煙支援プログラムを導入することで、生活保護
受給者の生活習慣病予防や健康増進を図ることが期待できる。福祉事務所は生活保護の相
談窓口であり、生活保護受給者と面接し生活指導を行う等の事務を司る機関であるため、
禁煙に関しても継続的支援が可能と考える。福祉事務所を窓口にした先行研究 4)では、未
成年禁煙希望者に無償でニコチンパッチ処方を行う介入の効果が報告されている。生活保
護受給者の禁煙支援においても、福祉事務所を窓口にした介入が有効であると考える。 
研究代表者は、これまでの研究で、(1)生活保護受給者の喫煙と禁煙治療に対する認識

の実態 5-6）と(2)生活保護受給者の喫煙と禁煙に対する福祉事務所現業員の認識の実態 7）

を調査してきた。研究成果の概要は以下に示す。 
(1)生活保護受給者を対象とした調査 5-6）では、生活保護受給者の喫煙率は高く、喫煙者

の多くはタバコ代を負担に感じ、食費が足りなくなる者も存在した。また、禁煙治療の認
知度は高い一方で、禁煙治療の保険適用の認知度は低いことが明らかとなった。喫煙者の
多くは過去に禁煙経験があり、禁煙治療に関心を持っており、禁煙治療の紹介や禁煙支援
の必要性が示唆された。 
(2)全国の福祉事務所現業員を対象とした調査 7）では、現業員の過半数が生活保護受給

者の喫煙状況を把握し、禁煙の必要性を認識し助言していた。しかし、禁煙に至るケース
は少ない現状であった。また、禁煙に関する知識や技術も少なく、支援に苦戦している現
業員が多い実情も明らかとなり、福祉事務所現業員に対する支援の必要性が示唆された。 
以上の研究成果を踏まえ、福祉事務所を窓口にした生活保護受給者に対する禁煙支援の

着想に至り、福祉事務所を窓口にした禁煙支援プログラムと支援ツールの開発を進めてき
た。 
本研究は、福祉事務所を窓口にした生活保護受給者に対する禁煙支援プログラムの有用

性を検証することを目的とする。本研究は、福祉事務所を窓口として生活保護受給者を対
象に禁煙支援の介入を試みることが特色であり、保健・医療・福祉の連携によるプログラ
ムを目指すことが独創的な点である。禁煙支援プログラムにより、生活保護受給者の喫煙
率が低下し、生活保護受給者の疾病予防・健康増進や経済的自立が結果として見込まれ、
生活保護制度の趣旨である健康で文化的な生活の保障と自立の助長につながる。また、福
祉事務所に対して禁煙支援ツールを提供することで、禁煙支援が円滑になり、福祉事務所
現業員の禁煙に関する知識や技術の充実と禁煙支援に対する自己効力感の向上が可能に
なると考えられる。これらの成果は、医療扶助の適正化と生活保護受給者の生活保護から
の脱却に寄与し、生活保護費の抑制に貢献できる点で意義がある。 
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２．研究の目的 

本研究の目的は、福祉事務所を窓口にした生活保護受給者に対する禁煙支援プログラム



の有用性の検証である。これを実現するため、以下の実施を行う。 
 
1）生活保護受給者の禁煙支援プログラムの有用性の評価 

福祉事務所を窓口に禁煙支援プログラムを活用して介入を行い、プログラムの有用性
を評価する。 

2）福祉事務所における禁煙支援ツールの有用性の評価 
    福祉事務所に対して禁煙支援ツールを提供し、福祉事務所現業員の禁煙支援の自己効

力感、ツールに対する満足度を測定することで禁煙支援ツールの運用面での有用性を評
価する。 

 
 
３．研究の方法 

本研究の目的は、福祉事務所を窓口にした生活保護受給者に対する禁煙支援プログラム
の有用性の検証である。 
そのため、以下の順に調査と介入プログラムを実施し、評価する。 

1）福祉事務所現業員を対象にしたベースライン調査 
2）福祉事務所への禁煙支援ツールの提供と福祉事務所における禁煙支援プログラムによ
る介入 
3）禁煙支援プログラムの効果と禁煙支援ツールの有用性を評価するための追跡調査 
 
1）ベースライン調査 
 

目的：禁煙支援プログラム開始時点での福祉事務所現業員の禁煙支援の自己効力感・困
難感と関連因子を明らかにする。 

対象：生活保護受給者に関わりを持つ福祉事務所現業員 
方法：郵送法による質問紙調査 
内容：性・年齢・属性、社会的ニコチン依存度（KTSND）、禁煙支援の自己効力感、禁煙 

支援業務上の困難感 
 
2）福祉事務所を窓口にした禁煙支援プログラムによる介入 
 
（1）禁煙支援に使用可能な禁煙支援ツールの配布 

目的：生活保護受給者の禁煙を支援するための介入手順を明確化し、他職種との連携を 
円滑に進め、様々な事例に対する支援策を導くツールとする。  

方法：調査 1の対象となった福祉事務所のうち協力が得られた自治体の福祉事務所に 
対し、禁煙支援ツールを配布し、使用方法について説明する。 

ツールの内容： 
①行動変容ステージモデルを基にした喫煙ステージ（禁煙の準備性）に応じた介入内
容と介入手順 

②禁煙治療の保険適用が可能か否かを査定するためのチェックリスト 
③多職種連携のためのフローシート 
④禁煙を支援する上で連携可能な医療機関の一覧 

 
（2）福祉事務所を窓口にした禁煙支援プログラムの活用 

   目的：禁煙支援プログラムを社会福祉事務所窓口に活用し、生活保護受給者に対する 
禁煙支援の介入 

 方法：ベースライン調査の対象となった福祉事務所のうち協力が得られた福祉事務所に 
おいて、生活保護受給者に対して禁煙支援ツールを活用した支援を行う 

介入の内容： 
①喫煙ステージ（禁煙の準備性）に応じた面接による情報提供と助言 
②禁煙治療の保険適用の評価 
③禁煙治療の保険適用者に対する禁煙治療・禁煙外来の紹介 
④禁煙治療の保険適用者に対する禁煙治療が可能な医療機関の紹介 

 
3）追跡調査 
 

目的：福祉事務所を窓口にした禁煙支援プログラムによる介入後の福祉事務所現業員の
禁煙支援の自己効力感・困難感の変化と禁煙支援ツールの有用性を明らかにする。 

対象：禁煙支援プログラムによる介入を実施した福祉事務所現業員のうち同意を得られ
た者 

方法：郵送法による質問紙調査 
内容：性・年齢・属性、社会的ニコチン依存度（KTSND）、禁煙支援の自己効力感、禁煙 

支援業務上の困難感、禁煙支援ツールに対する使用感・満足度 



 
 
４．研究成果 
1）ベースライン調査の成果 

山形県内の福祉事務所現業員 92 名を対象にアンケートを実施し、68 人から回答を得た
（回収率：73.9%）。男性 47 人（69.1%）、女性 21 人（30.9%）、平均年齢 31 歳、公務員歴
平均 7.9 年、現業員歴平均 2.6 年、喫煙率 13.2%であった。77.9%が受給者の喫煙状況を把
握し、85.3%が禁煙を必要と認識していた。禁煙治療の保険適用について「よく知ってい
る」は 23.5%、禁煙治療を医療扶助に含まれると 79.1%が認識していた。禁煙に関する助
言経験は約半数があると回答し、助言頻度は平均 2 回/半年、禁煙を試みた人数 0.14 人/
半年、医療機関を受診した人数 0.10 人/半年であった。支援方法としては「禁煙のメリッ
トを伝える」、「専門機関や専門職による指導」「医療機関の受診指導」「金銭管理・家計見
直し」が多く、パンフレット、リーフレットなどの資料を用いているという回答はなかっ
た。禁煙に関する助言経験がない者の理由には「禁煙は必要ない・個人の自由」「禁煙す
ることは難しい」「禁煙以外の業務で忙しい」が多かった。禁煙支援に関する負担感は約 3
割が負担に感じており、その理由は「受給者が助言を聞こうとしない」が最も多かった。
禁煙支援に関する自己効力感の平均は 31.6 であった。禁煙に関する学習機会はほとんど
なく、生活指導全般に関する研修は 22.1%が「時々ある」と回答した。 
以上の調査結果から、現業員の過半数が受給者の喫煙状況を把握し、禁煙の必要性を認

識し助言する一方で禁煙治療に結び付けられるケースは稀である事実が明らかとなった。
受給者の禁煙を支援するには、現業員に対して情報提供の機会を設け、禁煙に関する正確
な理解を得ることが重要であり、非医療従事者である現業員でも円滑に禁煙支援できるマ
ニュアルやパンフレット等のツールを導入したシステムの構築と多職種による連携が必
要であることが明確となった。 
 

2）追跡調査の成果 
山形県内の福祉事務所現業員 92 名を対象にアンケートを実施し、54 人から回答を得た

（回収率：58.7%）。調査結果から、マニュアルとツールの修正の必要性と運用面での課題
が明確化した。 
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